
東京電力（株）　福島第二原子力発電所

平成２５年　４月２５日に不適合管理委員会で審議された不適合は、下記のとおりです。

該当なし

該当なし

1   件
NO. 不適合件名 グレード 備考

1 1号機
タービン建屋２階　主冷凍機室内（管理区域）において、ドラム缶の搬送作業準備を行っていた当社社員
がドラム缶とドラム缶の間に右手第二指（ひとさし指）を挟み負傷したため、救急車を要請し、福島労災病
院へ搬送（骨折）。対応策検討。

ＧⅡ 4/25 公表済み

1   件

NO. 不適合件名 グレード

1 2号機
所内高圧電源設備配電盤（メタクラ）内の真空しゃ断器の真空バルブ真空度確認試験において、真空バ
ルブの不良による漏れ電流上昇が認められたため、当該真空しゃ断器の真空バルブを予備品と取り替
えるとともに対応策検討。

ＧⅢ

区分　Ⅰ：

区分　Ⅱ：

区分　Ⅲ：

平成２５年度　不適合管理委員会報告情報（平成２５年　４月２５日（木）分）

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為（判断）とは異なる行為（判断）を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

その他 ：

http://www.tepco.co.jp/nu/f2-np/press_f2/2013/pdfdata/j130425a-j.pdf�

	3.HP掲載用

